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１．はじめに 
 
1.1 研究の背景 
 2009年3月10日に開催された経済財政諮問会議では、

今後わが国で重点的に取り組むべき成長戦略の諸分野と

して、農業、健康長寿、低炭素社会の実現並びに観光を

挙げた。このことから、将来日本の経済を支える産業と

して、観光の発展が期待されていることがわかる。また、

わが国では、2010年に訪日外国人来訪者数を1,000万人

(835万人、2008年)にする目標を観光立国推進基本計画

の中に位置づけ、インバウンド政策に取り組んでいる。

インバウンド政策には諸外国へ向けたわが国の観光魅力

のプロモーションや、外国人来訪者に対する査証免除措

置等があり、国際空港の能力拡大等に見られる航空政策

も含まれる1)。 
 わが国の航空は、45・47体制に見られる航空産業保護

主義に始まり、高度経済成長期における航空旅客需要の

増加に追随する形で段階的に航空規制が緩和されてきた
2) 3)。航空規制緩和による競争促進の結果、路線数の拡

大や運賃の値下げ等のサービスが向上し、旅客への便益

がもたらされた。一方、アジア諸国には現在、世界のハ

ブ空港として存在感を一層高めているインチョン空港

（韓国）やチャンギ空港（シンガポール）などの巨大 

空港があり、国際航空業の競争が激化している。その中

にあって、わが国でも羽田空港の国際化や成田空港の 

滑走路延伸等の議論が展開されている4)。 

 航空政策とインバウンド政策とは、本来互いに関連し

た政策であると考えられる。しかしながら、これまでは

それぞれ独立に議論されてきたと。例えば、2020年には

訪日外国人来訪者数2,000万人、日本人海外旅行者数   
2,000万人を実現して国際旅行収支をバランスさせるこ

とを目標として観光政策の議論がされているが、観光  
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政策と整合する航空政策の議論がされているだろうか。

筆者はこの点について、必要な航空容量や地方空港の活

用の議論が必要であると考えている。Page5)は、1986年
にわが国で策定された海外旅行倍増計画（テンミリオン

計画）と当時の航空政策に着目し、航空需要に見合う 

十分な空港容量が供給できなかったことを指摘している。

現在、改めて観光の重要性が認識され、国際交流の拡大

を狙ったインバウンド政策が展開されており、関連した

航空政策の議論を行うことが必要である。 
 
1.2 研究の目的 
前節の背景を踏まえ本研究では、インバウンド政策と 

関連する航空政策に着目する。各国で取り組まれたイン

バウンド政策を整理しながら、その前後で関連する航空

政策がどのように展開されたのか把握する。そこから、

今後わが国が観光立国を目指す上で必要となる航空政策

の論点を提示することを本研究の目的とする。 
 
２．既存研究の整理 
 
 航空政策に関する既存研究は、規制緩和による航空 

旅客に与える影響を分析した事例が見られる。国内では、

規制緩和が航空旅客需要に与えた影響の分析を行った 

神田ら6)や、カボタージュ規制緩和の影響を分析した 

竹林ら7)の研究がある。また、Cloutherty et al. 8)はカナダ

の航空自由化政策によって旅客需要が増加することを明

らかにしたほか、Adler et al. 9)は、中東におけるオープ

ンスカイ政策が旅客需要増加につながり、域内のカイロ

やテヘラン空港がハブ空港として成立する可能性がある

こと示した。 
 一方、インバウンド政策と航空政策との関連について

指摘した研究は、海外でいくつかの報告事例がある 

(Abeyratne10), Page5), Wheatcroft11), Papatheodorou12),   

Bieger et al. 13), Forsyth14))。Wheatcroft11)は、インバウン

ド政策と航空政策は本来互いに関連する政策であるとし

ながらも、従来は独立に研究されたことを指摘している。

その理由として、戦後の航空産業はまだ脆弱であったた

め、国策として自国の航空を保護する必要があった点を

挙げている。その中で、早くから観光が国の経済に与え



る効果を重視し、積極的な航空規制緩和によって観光 
来訪者数の増加につなげた国として、オーストラリアや

メキシコ、エジプトおよびタイの事例を紹介している。

その他、ヨーロッパにおける観光と航空規制緩和政策と

の関連を述べた論文12)や、観光と航空産業の構造化を試

みた研究13)が見られる。インバウンド政策と航空政策の

関連を述べた一連の研究により、航空規制緩和政策が観

光需要の増加につながるという見解は一致しているもの

の、各国で行われてきたインバウンド政策および航空政

策の展開過程はこれまで整理されてこなかった。今後わ

が国の航空政策を議論するとき、インバウンド政策と関

連させて考えることが重要であり、そのためには各国で

行われてきインバウンド政策および航空政策の展開過程

を整理することが必要であると考えられる。 

 
３．データ 
 
 各国のインバウンド政策および航空政策を整理するに

あたり、OECDが発行する’Tourism Policy and Internatio
nal Tourism in OECD member countries’ (1977年から199
6年) 15)を基本的に使用した。この資料には、OECD諸国

の各年における観光政策が記述されており、政府との協

力体制や調査研究、予算、環境保全、国際協力など、航

空政策を含む項目ごとに政策を把握することができる。 
 
４．各国のインバウンド政策と関連する航空政策の展開 
 
 既存研究11)では、航空規制緩和政策が観光需要増加に

つながった国としてメキシコ等を取り上げているが、こ

のうち1970年代からOECD加盟国であるオーストラリア

を対象とした。また、航空自由化政策を積極的に進めた

アメリカおよびEU域内からスペインを対象として選定

した。 
 
(1)オーストラリア 

 オーストラリアでは、観光委員会（Australian Tourist 
Commission）が積極的にホテルや航空を始めとする 

観光産業に対して働きかけを行ってきた(1976年)。すな

わち、観光がオーストラリアの経済発展に大きな貢献を

することを政府が認識していたといえる。オーストラリ

アのインバウンド政策が意図するところは持続可能な 

観光であり、グレートバリアリーフに代表される世界 

自然遺産の保全を進めていたことが挙げられるが、同時

に外国人来訪者を積極的に誘致するキャンペーンも展開

されている。オーストラリアにおける航空政策は、この

観光客誘致政策と関連する形で展開されたといえる。 

例えば、1984年には5年間で外国人来訪者数を倍増させ

る計画を発表したが、1984年前後には航空政策でも動き

が見られた。1981年に国内航空法が改正され、航空会社

の競争を促したほか、国際線に弾力的な航空運賃を設け

た。1984年にはケアンズ国際空港が開港した。国全体の

空港容量拡大に伴い余裕が生じたため、シドニー-東京

間、アデレード-シンガポール間などを結ぶ新規路線が

就航し、路線ネットワークが拡大した。1985年にはカン

タス航空がボーイング747機を導入し、機材の大型化も

進めている。外国人来訪者数倍増計画が行われた1984年
前後のインバウンドを見ると、新規路線が就航した日本

やアメリカからの来訪者数が特に増加率が高いことがわ

かる(表-1)。 
表-1 訪豪来訪者数の増加率15)

国名 1978年 1987年 増加率
イギリス 89,573 198,900 122.1

ドイツ 18,415 53,300 189.4
アメリカ 80,973 309,000 281.6

ニュージーランド 200,187 427,300 113.5
日本 34,035 215,600 533.5  

(2)アメリカ 

 シカゴ・バミューダ体制(1946年)という二国間主義の

雛形を作り上げ、オープンスカイ政策を先導するアメリ

カは、現在、世界でも最大の航空路線ネットワークを 

形成している(アメリカの航空自由化については、三輪

ら16)に詳しい)。アメリカ航空業の世界に対する優位性

が、世界第1位の国際旅行収入を得る原動力となってい

ると考えられる。インバウンド政策に着目すると、アメ

リカでは空港における外国人来訪者に対する障害をいか

に軽減するかが1970年代から議論されていた。世界共通

の言語サインを用いた言語支援や、入国審査にかかる手

続きを簡略することで、入国手続きの時間短縮が図られ

た。また、航空規制緩和に合わせて査証緩和政策が取ら

れた(例えばグアム,1988年)。世界を主導してきた航空自

由化政策と、外国人来訪者に対する空港サービスや入国

にかかる障害を減じるインバウンド政策が一体となって

世界有数の観光大国を築き上げたと考えられる。 
 
(3)スペイン 

 スペインでは、1950年代から1960年代にかけて、いわ

ゆる観光ブームが到来した。イギリスやドイツなどヨー

ロッパ諸国から来訪者が急増したが、当時のスペインに

はその需要に対応する宿泊施設などの観光インフラが整

備されていなかった。増加する観光需要に追随する形で

地中海沿岸にリゾートホテルやアパートが乱立した結果、

景観や自然環境が悪化した。また、来訪者に対応する十

分な人材の育成が間に合わず、ホテル等では観光サービ

スの質が低下したことが指摘されている17)。現在のスペ

インでは、持続可能な観光を目標に掲げ、自然遺産や 

文化遺産の保護・保全に取り組んでいる。 



 1950年代のスペインの観光ブームを引き起こしたのは、

チャーター便の積極的な活用という航空政策によるもの

である。Forsyth14)が指摘するように、スペイン政府は 

ヨーロッパ諸国で航空規制政策が行われ、定期便が支配

的であった1950年代から1960年代にかけて、外国資本の

航空会社によるチャーター便を容認した。チャーター便

は、定期便よりも安価な運賃を提供し、イギリスやドイ

ツから多くの観光目的の来訪者を惹きつけたといえる。 
 外国人来訪者の入国交通機関分担率に着目すると、19
76年の航空分担率が27.6％であったのに対し、1987年に

は32.7％に上昇した15)。インバウンドに対する航空の 

役割が高まっていることを示す、ひとつの指標であると

考えられる。 
 既存研究5),10)-14)でも指摘しているように、各国の航空

規制緩和やチャーター便の活用という航空政策は、イン

バウンドの増加に結びつくことが把握できた。そして、

本研究の分析を通して、航空政策によるインバウンド増

加の背景には、外国人来訪者数を倍増させる計画等に見

られるインバウンド政策に裏付けられていたことを確認

することができた。わが国では、1986年のテンミリオン

計画が航空政策の視点で分析すると失敗であったことが

指摘されている5)。現在、2020年時点でのインバウンド、

アウトバウンドをそれぞれ2,000万人で安定させること

を目標としてインバウンド政策に取り組んでいる。そこ

で次章では、わが国のインバウンド政策の目標に対する

今後の航空政策上の課題を考察する。 
 
５．インバウンド政策に対応する今後わが国の航空政策

の展開に対する考察 
 
5.1 将来必要な航空容量 
 わが国では、2020年におけるインバウンド、アウトバ

ウンドをそれぞれ2,000万人にする目標を掲げている。

単純に計算すると、2020年には8,000万人分に対応する

航空容量が必要となる。本節では、わが国の主要国際4
空港（成田、関西、中部、羽田）が現在供給している 

航空容量を算出し、それに今後の成田空港の滑走路延伸

などが実現した場合の将来航空容量を試算する。 
 はじめに、2004年時点での主要4空港の乗降客数およ

び着陸回数を示す18)。それに対して、わが国で近年議論

されている航空政策の動向を反映させる。まず、成田空

港の平行滑走路(2,180m)を2,500mに拡張した場合、離着

陸回数が22万回まで増加することが可能である。そして、

羽田空港には新設滑走路(2,500m)が設置され、国際線に

3万回（昼間）配分する計画がある4)。今後は機材の大

型化はあまり進まず、中型機主体で運航されると仮定す

る。成田および羽田空港の滑走路が計画通り整備され、

また関西、中部国際空港の離着陸能力が50％増加すると 

表-2 わが国の主要国際空港における航空容量(2004) 

乗降客数（千人） 着陸回数（回）
成田 25,457 79,522
関西 8,549 30,291
中部 3,165 10,069
羽田 204 710
その他 3,745 17,113
合計 41,120 137,705  

 
表-3 空港整備計画を反映した航空容量予測(2020) 

乗降客数（千人） 着陸回数（回）
成田 35,214 110,000
関西 12,824 45,437
中部 4,748 15,104
羽田 4,310 15,000
合計 57,096 185,541
目標 80,000
不足 22,904  

 
仮定した場合、航空容量は5,700万人と試算される。 

これは、観光政策の目標である8,000万人に対して2,290
万人分不足する試算となった。この不足分をどのように

埋め合わせたら良いのだろうか。次節では、ひとつの 

方向性として、地方空港の活用を考察する。 
 
5.2 地方空港の活用 
 スペインの事例で明らかであるが、地方空港に対して

積極的にチャーター便を就航させることは、観光の側面

から見て効果的である。日本とスペインの主要空港に 

おける国際線旅客数の割合を累積グラフで示した(図-1)。
わが国では、成田、関西、中部主要3空港だけで全国際

線旅客数の90％を超えている。それに対して、スペイン

の主要3空港（マドリッド、パルマ、バルセロナ）では

合計してもその割合が60％に満たない。バルセロナの東

に位置する地方空港ジローナでは、旅客数の多い主要な

路線としてパリのBeauvais Tille空港、ミラノのBergamo
空港、ローマのCiampino空港と結ばれていることがわか 
る19)。 
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図-1 日本とスペインの主要空港旅客数の割合18) 19) 



マドリッド空港がパリのシャルル・ド・ゴール空港や 
ローマのフィウミチーノ空港という主要空港同士で結ば

れているのとは対称的であるが、その背景には、地方路

線ネットワークをLCCが分担していることが考えられる。 

 わが国においても、今後は地方空港を積極的に活用す

べきであろう。外国人来訪者から見れば、地方空港は、

直接地方空港の周辺にある観光地を訪問することができ

るため、外国人来訪者のモビリティが高まることが期待

される。近年、国際線のチャーター便を利用して、冬の

北海道を旅行する台湾人が増加したり、福島空港を利用

してゴルフと温泉を楽しむ韓国人が増加したりと、地方

空港をインバウンドに利用する事例が見られる。アジア

諸国からの来訪者増加が今後も期待されることから、ア

ジア圏という近距離路線を狙った地方空港の利用促進が

望まれると同時に、受入れ側である地方におけるインバ

ウンド施策の展開が必要とされる。 
 
６．おわりに 
 
本研究では、インバウンド政策と航空政策という相互

に関連する政策がどのように展開されてきたのか、いく

つかの国を事例としながら整理した。その中で、政府観

光機関が積極的に航空の規制緩和を求める動きを示した

オーストラリアや、地方空港でチャーター便を活用する

ことで多くの観光旅客を獲得したスペインなど、航空 

自由化政策により世界でも有数の観光国となっている国

があることが確認できた。将来、わが国において訪日外

国人来訪者数2,000万人、海外旅行者数2,000万人を実現

するためには、アジア圏内での航空自由化政策の議論が

より重要であろうし、直接観光需要を取り込む可能性を

持つ地方空港の活用が真剣に議論されるべきであると 

考える。 
本研究では、OECDの資料に基づいてインバウンド政

策と航空政策の関連を把握したが、具体的にどのように

航空路線ネットワークが拡大した、あるいは便数がどの

程度増加したのか数量的な議論に踏み込むことはできな

かった。各国政府航空局などの資料を補足しながら、 

より客観的な議論を深めることが本研究の課題である。 
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